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（参考）電気通信紛争処理委員会の年次報告に関する参照条文 

 

○ 電気通信紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号） 

 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 

第１４条 委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、

あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 

 

 

○ 電気通信紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号） 

 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 

第３条 令第１４条の規定による報告は、国の会計年度経過後１月以内に、

当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。  

１ あっせん及び仲裁の申請件数  

２ あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の

件数  

３ あっせんにより解決した事件の件数  

４ 仲裁判断をした事件の件数  

５ その他電気通信紛争処理委員会（以下「委員会」という。）の事務に

関し重要な事項 



はじめに 
 

 

本報告書は、電気通信紛争処理委員会令（平成 13 年政令第 362 号）第 14

条に基づき、平成２３年度における電気通信紛争処理委員会（以下「委員会」と

いう。）の活動状況を総務大臣に報告するものである。 

 

平成 2３年度において、６月３０日には、「放送法等の一部を改正する法律」

が施行され、 

①  ケーブルテレビ事業者等と地上テレビジョン放送事業者との間における

地上テレビジョン放送の再放送に係る同意に関する紛争 

② 電気通信事業者とコンテンツ配信事業者等との間における電気通信役務

の提供に関する紛争 

③ 電気通信事業者間における鉄塔等の共用に関する紛争 

が委員会の扱う紛争の対象に追加された。 

これに伴い、委員会の名称が「電気通信事業紛争処理委員会」から「電気通信

紛争処理委員会」に変更された。 

 また、委員会は、平成２３年１１月３０日で、設置から１０年を経過した。 

 

このような中、平成２３年度には、新たに委員会の紛争処理の対象に加えられ

た地上テレビジョン放送の再放送同意に関する事案３件を含む７件のあっせん

を行ったほか、事業者相談窓口における相談対応を１５件行った。 

また、関係事業分野の動向把握のための情報収集に努めるとともに、周知活動

等にも取り組んだ。 

 

本報告書では、第Ⅰ部に委員会の運営状況を、第Ⅱ部に紛争処理の状況を、第

Ⅲ部に委員会のその他の活動状況等を取りまとめている。 

 

 

    平成２４年４月２４日 

電気通信紛争処理委員会 
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第Ⅰ部 委員会の運営状況 

第１章 委員及び特別委員の任命状況 

 

１ 委員の任命 

電気通信紛争処理委員会は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関

して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命

する委員５名をもって組織される（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）

第１４５条及び第１４７条）。 

 

【委員】                    平成 24 年 3 月 31 日現在 

氏 名 役 職 等 任 命 日 

坂 庭
さか にわ

 好 一
こう いち

 

（委 員 長） 

東京工業大学大学院理工学

研究科教授 

平成 22年 12月 3日再任 

（第 1期：平成 19年 11月 30日 

～平成 22年 11月 29日） 

渕 上
ふち がみ

 玲 子
れ い こ

 

（委員長代理） 
弁護士 

平成 22年 12月 3日再任 

（第 1期：平成 19年 11月 30日 

～平成 22年 11月 29日） 

尾 畑
お ば た

   裕
ひろし

 
一橋大学大学院商学研究科

教授 

平成 22年 12月 3日再任 

（第 1期：平成 19年 11月 30日 

～平成 22年 11月 29日） 

各 務
か が み

 洋 子
よ う こ

 
駒澤大学グローバル・メディ

ア・スタディーズ学部教授 
平成 22年 12月 3日新任 

山 本
やま もと

 和 彦
かず ひこ

 
一橋大学大学院法学研究科 

教授 
平成 22年 12月 3日新任 

 

２ 特別委員の任命 

委員会には、委員のほか、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事

項を調査審議させるため、総務大臣が任命する特別委員を置いている（電気通

信紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）第１条）。 

平成２３年度においては、特別委員の任期（２年）が満了したことに伴い、

平成２３年１１月３０日に総務大臣から１０名の特別委員が任命された。１０
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名のうち３名の委員は新任、７名の委員は再任である。 

なお、再任の特別委員７名のうち２名が、平成２４年３月３１日をもって退

任したため、平成２４年４月１日現在の特別委員は８名である。 

 

【特別委員】             平成 24 年 4 月 1 日現在（五十音順） 

氏 名 役 職 等 任 命 日 

小 野
お  の

 武 美
た  け  み

 東京経済大学経営学部教授 

平成 23年 11月 30日再任 

（第 1期：平成 19年 11月 30日 

～平成 21年 11月 29日） 

（第 2期：平成 21年 11月 30日 

～平成 23年 11月 29日） 

加 藤
か と う  

 寧
ね い

 
東北大学大学院情報科学 

研究科教授 

平成 23年 11月 30日再任 

（第 1期：平成 21年 11月 30日 

～平成 23年 11月 29日） 

小塚
こ づ か

 荘
そう

一郎
いちろう

 学習院大学法学部教授 平成 23年 11月 30日新任 

近  藤
こ ん ど う

   夏
なつ

 弁護士 平成 23年 11月 30日新任 

白井
し ら い  

 宏
ひろし

 中央大学理工学部教授 

平成 23年 11月 30日再任 

（第 1期：平成 19年 11月 30日 

～平成 21年 11月 29日） 

（第 2期：平成 21年 11月 30日 

～平成 23年 11月 29日） 

森
もり

 由美子
ゆ み こ

 関東学園大学経済学部教授 

平成 23年 11月 30日再任 

（第 1期：平成 19年 11月 30日 

～平成 21年 11月 29日） 

（第 2期：平成 21年 11月 30日 

～平成 23年 11月 29日） 

若林
わかばやし

 亜理
あ り

砂
さ

 
駒澤大学大学院法曹養成 

研究科教授 

平成 23年 11月 30日再任 

（第 1期：平成 19年 11月 30日 

～平成 21年 11月 29日） 

（第 2期：平成 21年 11月 30日 

～平成 23年 11月 29日） 

若林
わかばやし

 和子
か ず こ

 公認会計士 平成 23年 11月 30日新任 
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（平成 24 年 3 月 31 日に退任した特別委員） 

氏 名 役 職 等 退 任 日 

寺 澤
て ら ざ わ

 幸 裕
ゆ き ひ ろ

 弁護士 

平成 24年 3月 31日退任 

（第 1期：平成 19年 11月 30日 

～平成 21年 11月 29日） 

（第 2期：平成 21年 11月 30日 

～平成 23年 11月 29日） 

（第 3期：平成 23年 11月 30日 

～平成 24年 3月 31日） 

樋 口
ひ  ぐ  ち

  一 夫
か  ず  お

 弁護士 

平成 24年 3月 31日退任 

（第 1期：平成 17年 11月 30日 

～平成 19年 11月 29日） 

（第 2期：平成 19年 11月 30日 

～平成 21年 11月 29日） 

（第 3期：平成 21年 11月 30日 

～平成 23年 11月 29日） 

（第 4期：平成 23年 11月 30日 

～平成 24年 3月 31日） 
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第２章 委員会の開催状況 

 
平成２３年度は、次のとおり８回の委員会を開催した。 

 

会合 日 付 議 事 等 

第 114回 平成 23年 

4月 26日 

1 ケーブルテレビ事業者による地上テレビジョン放送

の再放送に係る同意について（事業者団体からの説明） 

2 ケーブルテレビ事業者による地上テレビジョン放送

の再放送に係る同意に関する意見交換（情報流通行政局

からの説明） 

3 平成２２年度年次報告（案）の審議 

4 その他 

第 115回 平成 23年 

 6月 24日

～27日 

1 あっせん委員の指名 

 

※文書による審議（注１） 

第 116回 平成 23年 

 6月 28日 

1 電気通信事業紛争処理委員会運営規程の一部改正及

び電気通信事業紛争処理委員会仲裁準則の一部改正に

ついて（注２） 

2 電気通信事業者間の電気通信設備設置用工作物の共

用に関する調査結果について 

3 その他 

4 あっせん申請受理の報告 

5 あっせん委員の指名 

6 ケーブルテレビ事業者による地上テレビジョン放送

の再放送に係る同意について 

第 117回 平成 23年 

 8月 9日 

～11日 

1 あっせん委員の指名 

 

※文書による審議（注１） 
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会合 日 付 議 事 等 

第 118回 平成 23年 

12月 7日 

1 あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定について 

2 「電気通信事業紛争処理マニュアル」の改訂について 

3 第３回国際通信調停フォーラム等の報告について 

4 電気通信事業分野における競争状況の評価 2010 の概

要について（総合通信基盤局からの説明） 

5 その他 

6 あっせん事案について 

 

 

 

 

 

 

 委員会の模
 

様（１） 

 

第 119回 平成 24年 

 1月 23日

～25日 

1 あっせん終了案件の公表について 

 

※文書による審議（注１） 

 

第 120回 平成 24年 

 2月 28日

～3月 1日 

1 あっせん終了案件の公表について 

 

※文書による審議（注１） 

 

第 121回 

 

平成 24年 

3月 30日 

 

1 電気通信紛争処理委員会運営規程の一部改正につい

て 

2 平成 23年度年次報告（案）の審議 

3 ブロードバンド普及促進に向けた競争政策の在り方

について（総合通信基盤局からの説明） 

4 区域外再放送について（情報流通行政局からの説明） 

5 あっせん終了案件についての報告 

 
委員会の模様（２） 

注１：「文書による審議」とは、電気通信紛争処理委員会運営規程第２条第２項に基づく審

議（招集せずに行う委員会）をいう。 
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注２：平成２３年６月３０日の放送法等の一部改正に伴い追加された委員会の紛争処理手続

の内容は、【資料１ 電気通信紛争処理委員会の概要】を参照のこと。 
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第Ⅱ部 紛争処理の状況 

第１章 紛争処理の概況 

 

委員会は、次の３つの機能を有している。 

 

① 電気通信事業者間、電気通信事業者とコンテンツ配信事業者等との間、

ケーブルテレビ事業者等と地上テレビジョン放送事業者との間等の紛

争に対し、「あっせん」や「仲裁」を実施すること 

② 総務大臣が、接続協定等の細目の裁定、業務改善命令等を行う際、総務

大臣から諮問を受け、審議・答申を行うこと 

③ あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等

について意見があれば、総務大臣に対し勧告を行うこと 

 

また、事務局に事業者相談窓口を設けて、事業者間の紛争に関する問合せ・相

談等に対応している。 

 平成２３年度に行ったこれらの紛争処理の状況は、次のとおりである。 

 なお、委員会設置時からこれまでの紛争処理の概況については、【資料２】の

とおり。 

 

１ あっせん・仲裁の処理件数 

  平成２３年度中、あっせん７件の申請があった。仲裁の申請はなかった。 

 あっせん・仲裁の処理件数（平成２３年度） 

あっせん申請 処理終了 

７ ７ 

 （解決        ５） 

（合意に至らず取下げ ０） 

（あっせん打切り   ２） 

（あっせん不実行   ０） 

  

仲裁申請 処理終了 

０ ０ 

（仲裁判断    ０） 

 

２ 審議・答申 

平成２３年度中、総務大臣からの諮問は行われなかった。 
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３ 勧告 

平成２３年度中、総務大臣への勧告は行わなかった。 

 

４ 事業者相談窓口における相談 

事業者相談窓口において、１５件の相談・問い合わせ等を受けた。相談内容

ごとの受付件数は、次のとおりである。 

 

 

相 談 内 容 受 付 件 数 

① 接続の諾否 

  （接続拒否事由に関する相談） 

２件 

② 接続に関する費用負担 

  （接続料に関する相談等） 

６件 

③ 地上テレビジョン放送の再放送に関する同意 

  （あっせんの制度・手続に関する相談等） 

６件 

④ その他 

  （コンテンツ配信事業に係る電気通信事業者の

対応に関する相談） 

１件 

計 １５件 

注：同一案件に係る複数回の相談を含む。 
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第２章 あっせん終了事案の概要 

 
  平成２３年度中のあっせん終了事案の概要については、以下のとおりである。 

  なお、委員会設置時からこれまでの紛争処理終了事案の一覧については、【資

料３】のとおり。 

 

１ 平成２３年５月１８日申請（平成２３年（争）第１号）（接続料の算定根拠

の開示） 

(1) 経過 

平成２３年  

５月１８日 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「ＮＴＴドコモ」

という。）から、あっせんの申請。（⇒（２）） 

委員会から、ソフトバンクモバイル株式会社（以下「ＳＢ

Ｍ」という。）に対し、あっせんの申請があった旨の通知。 

６月２７日 あっせん委員（渕上委員長代理、尾畑委員、山本委員及び

小野特別委員）の指名。 

７月 ７日 ＳＢＭから、答弁書の提出。（⇒（３）） 

１４日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの答弁書（７月７日付け）

に対する意見書の提出。 

１９日 あっせん委員による審議。 

２６日 ＮＴＴドコモから、意見書の提出。 

ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（７月１４日付け）

に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

８月 ７日 ＮＴＴドコモから、意見書の提出。 

８日 ＳＢＭから、意見書の提出。 

２３日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（８月７日付け）

に対する意見書の提出。 

２４日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（８月８日付け）

に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

９月 ９日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（８月２４日付け）

に対する意見書の提出。 

２１日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（９月９日付け）
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に対する意見書の提出。 

２７日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（９月２１日付け）

に対する意見書の提出。 

１０月 ７日 

２１日 

１１月 ２日 

２９日 

１２月 ９日 

２８日 

成２４年 

１月１０日 

１３日 

２３日 

両当事者から意見の聴取。 

ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（９月２７日付け）

に対する意見書の提出。 

ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（１０月７日付け）

に対する意見書の提出。 

ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１０月２１日付

け）に対する意見書の提出。 

ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（１１月２日付け）

に対する意見書の提出。 

ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１１月２９日付

け）に対する意見書の提出。 

ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（１２月９日付け）

に対する意見書の提出。 

 

ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１２月２８日付

け）に対する意見書の提出。 

あっせん委員による審議。 

あっせん委員による審議（あっせん打切りを決定）。（⇒

（４）） 

委員会から、両当事者に対して、その旨を通知。 

平

 

(2) 申請における主な主張 

ＮＴＴドコモは、ＳＢＭの２０１０年度（平成２２年度）相互接続料の協

議に当たり、ＮＴＴドコモが自ら検証することが可能となる情報が必要であ

るとして、ＳＢＭに対してガイドライン（注）別表第２に定める情報の開示

を要求してきたが、ＳＢＭから十分な情報開示がなされず協議が不調となっ

たことから、当該情報の開示について、あっせんを申請する。 

  （注）「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」 

 

(3) 答弁書における主な主張 

ＮＴＴドコモが開示を求めているガイドライン別表第２に定める情報に

は非公表の経営戦略に関わる情報を含むため、ＳＢＭとしては、競合事業者

であるＮＴＴドコモに当該情報の開示を行うことは困難である。 

ＳＢＭとしては、中立的な第三者機関である電気通信紛争処理委員会に２
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０１０年度（平成２２年度）接続料に係る情報開示を行い、委員会において

当該接続料について検証し、ＮＴＴドコモにその適正性を示してもらいたい。 

 

(4) 事案の処理 

    本事案については、３回の意見聴取のほか、多数の意見書のやり取りを行

い、その過程において当事者から合意形成に向けた一定の提案等があった

が、開示する情報の範囲や第三者機関による検証の実施について、当事者

間に合意が成立する見込みがないと判断したため、あっせんを打ち切るこ

ととした。 

 

２ 平成２３年６月９日申請（平成２３年（争）第２号）（接続料の再精算等） 

(1) 経過 

平成２３年  

６月 ９日 ソフトバンクモバイル株式会社（以下「ＳＢＭ」という。）

から、あっせんの申請。（⇒（２）） 

委員会から、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「Ｎ

ＴＴドコモ」という。）に対し、あっせんの申請があった旨

の通知。 

２７日 あっせん委員（渕上委員長代理、尾畑委員、山本委員及び

小野特別委員）の指名。 

７月１４日 ＮＴＴドコモから、答弁書の提出。（⇒（３）） 

１９日 あっせん委員による審議。 

２６日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの答弁書（７月１４日付け）

に対する意見書の提出。 

ＮＴＴドコモから、意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

８月 ７日 ＮＴＴドコモから、意見書の提出。 

８日 ＳＢＭから、意見書の提出。 

２３日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（８月７日付け）

に対する意見書の提出。 

２４日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（８月８日付け）

に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

９月 ８日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（８月２３日付け）

に対する意見書の提出。 
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９日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（８月２４日付け）

に対する意見書の提出。 

２０日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（９月８日付け）

に対する意見書の提出。 

２７日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（９月２０日付け）

に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

１０月２１日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（９月２７日付け）

に対する意見書の提出。 

１１月 ２日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１０月２１日付

け）に対する意見書の提出。 

２９日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（１１月２日付け）

に対する意見書の提出。 

１２月 ９日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１１月２９日付

け）に対する意見書の提出。 

  ２８日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（１２月９日付け）

に対する意見書の提出。 

平成２４年  

１月１０日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１２月２８日付

け）に対する意見書の提出。 

１３日 あっせん委員による審議。 

２３日 あっせん委員による審議（あっせん打切りを決定）。（⇒

（４）） 

委員会から、両当事者に対して、その旨を通知。 

 

(2) 申請における主な主張 

ＳＢＭ は、ＮＴＴドコモの２００９年度（平成２１年度）以前の相互接

続料に関し、原価に販売奨励金等の営業費が算入されていたが、第二種指定

電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の水準は「適正な原価に適

正な利潤を加えたもの」（注１）とされていることから、接続料から販売奨

励金等の営業費を除外するよう求めてきたが、協議不調となった。 

そのため、ＮＴＴドコモの２００９年度（平成２１年度）以前の相互接続

料について、①販売奨励金等の営業費を除外した接続料を再設定し、再精算

すること及び②販売奨励金等の営業費の算入の内訳及び金額を明らかにす

ることについて、あっせんを申請する。 

  （注１）電気通信事業法第３４条第３項第４号 
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(3) 答弁書における主な主張 

ＮＴＴドコモは、総務省の策定するガイドラインに従い、粛々と接続料を

算定し、適用してきたところである。また、過去の営業費の算入についても、

総務省の審議会答申（注２）において「ネットワークの外部性を考慮して接

続料を算定する考え方に合理性が認められないわけではないと考えられる」

とされており、ＳＢＭの主張は何ら根拠のないものと考える。 

また、２００９年度（平成２１年度）以前のＮＴＴドコモの接続料につい

ては、すでに両社で合意し、協定書を締結してきており、これに反する主張

を行うことは認められるべきではなく、既に合意して協定書を締結した過去

の接続料に関して、当該議論を行うことは意味のないものと考える。 

  （注２）「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について 

答申」（平成２１年１０月１６日 情報通信審議会） 

 

(4) 事案の処理 

   本事案については、３回の意見聴取のほか、多数の意見書のやり取りを行

ったが、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したため、あっせん

を打ち切ることとした。 

 

３ 平成２３年６月９日申請（平成２３年（争）第３号・同４号）（接続に係る

ジャンパ工事費の見直し） 

(1) 経過 

平成２３年  

６月 ９日 ソフトバンクテレコム株式会社（以下「ＳＢＴＭ」という。）

から、あっせんの申請（平成２３年（争）第３号（以下「第

３号」という。）及び第４号（以下「第４号」という。））。

（⇒（２）） 

委員会から、東日本電信電話株式会社に対し、あっせんの

申請があった旨の通知（第３号）。 

委員会から、西日本電信電話株式会社に対し、あっせんの

申請があった旨の通知（第４号）。 

２８日 

  

あっせん委員（坂庭委員長、各務委員及び樋口特別委員）

の指名。 

７月１５日 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以

下「ＮＴＴ東西」という。）から、答弁書の提出。（⇒（３）） 

２７日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの答弁書（７月１５日付け）
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に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取（第３号及び第４号併合）。 

８月 ３日 ＳＢＴＭから、意見書の提出。 

４日 ＮＴＴ東西から、意見書の提出。 

２３日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの意見書（８月４日付け）

に対する意見書の提出。 

ＮＴＴ東西から、ＳＢＴＭからの意見書（８月３日付け）

に対する意見書の提出。 

２６日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの意見書（８月２３日付け）

に対する意見書の提出。 

２９日 ＮＴＴ東西から、ＳＢＴＭからの意見書（８月２３日付け）

に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取（第３号及び第４号併合）。 

９月 ８日 ＳＢＴＭから、意見書の提出。 

ＮＴＴ東西から、意見書の提出。 

１５日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの意見書（９月８日付け）

に対する意見書の提出。 

ＮＴＴ東西から、ＳＢＴＭからの意見書（９月８日付け）

に対する意見書の提出。 

２２日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの意見書（９月１５日付け）

に対する意見書の提出。 

ＮＴＴ東西から、ＳＢＴＭからの意見書（９月１５日付け）

に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取（第３号及び第４号併合）。 

１０月１４日 ＳＢＴＭから、意見書の提出。 

１１月１０日 ＮＴＴ東西から、意見書の提出。 

２９日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの意見書（１１月１０日付

け）に対する意見書の提出。 

１２月１５日 ＮＴＴ東西から、ＳＢＴＭからの意見書（１１月２９日付

け）に対する意見書の提出。 

２８日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの意見書（１２月１５日付

け）に対する意見書の提出。 

平成２４年  

１月２０日 ＮＴＴ東西から、ＳＢＴＭからの意見書（１２月２８日付

け）に対する意見書の提出。 

３１日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの意見書（１月２０日付け）
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に対する意見書の提出。 

２月 ７日 ＮＴＴ東西から、ＳＢＴＭからの意見書（１月３１日付け）

に対する意見書の提出。 

１５日 ＳＢＴＭから、ＮＴＴ東西からの意見書（２月７日付け）

に対する意見書の提出。 

２０日 ＮＴＴ東西から、委員会に対し、合意が成立した旨の報告。

（⇒（４）） 

２１日 ＳＢＴＭから、委員会に対し、合意が成立した旨の報告。

（⇒（４）） 

あっせん終了。 

 

(2) 申請における主な主張 

   ＮＴＴ東西は、同社が提供するドライカッパ回線とＳＢＴＭの加入者交換

機とを繋ぐためのジャンパ工事費を1,200 円／回線、自社の加入電話の開通

等に係るジャンパ工事費を1,000 円／回線としている。 

この差について、ＮＴＴ東西は、ドライカッパは直収電話のほかＡＤＳＬ

サービスにも利用されており、ＡＤＳＬサービスにおいて、ＮＴＴ収容ビル

内の装置とお客様宅内のモデムとの間の接続が確立されずサービスが利用

できない状態（リンクＮＧ）になる場合があり、そのときは工事費を無料と

する代わりに、疎通した場合の工事費にその分を加味したものであると説明

している。 

しかし、ＳＢＴＭは、直収電話におけるジャンパ工事では疎通できないと

いう問題は発生しないことから、平成２１年５月以降、接続事業者の直収電

話に係るジャンパ工事費を1,000 円／回線にするようＮＴＴ東西に対して求

め、数度にわたり協議を行ってきたが、協議が不調となったことから、あっ

せんを申請する。 

 

(3) 答弁書における主な主張 

ＮＴＴ東西としては、ドライカッパ電話（直収電話）にＤＳＬサービスと

同様に「リンクＮＧ発生率を加味した工事費」を適用していることについて

は、ＮＴＴ東西においてＤＳＬサービス若しくはドライカッパ電話のどちら

で利用できるか確認できない、ＳＢＴＭはドライカッパ電話にＤＳＬサービ

スを重畳している場合がある等により、合理性があると考えている。 

ただし、ドライカッパ電話に「リンクＮＧ発生率を加味しない工事費（1,000

円）を適用する」とのＳＢＴＭからの要望に関しては、以下の条件が担保さ

れるのであれば、要望に対応していくことも可能である。 

・ リンクＮＧが発生した場合に工事費を請求することは、お客様の理解が
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到底得られないと考えていることから、リンクＮＧ発生率を加味しない工

事費を適用する場合には、工事費はＮＴＴ東西からＳＢＴＭに請求するこ

と。 

・ ＤＳＬ業務支援システムにおいて、事業者毎に異なる工事費を適用する

機能を実現するにあたって発生する追加費用（システム開発費等）につい

ては、ＳＢＴＭが負担すること。 

 

(4) 合意の内容 

ＮＴＴ東西は、ドライカッパに係るジャンパ工事費について、現在の1,200

円を適用するメニューに加え、以下を前提に1,000円を適用する新メニュー

を設定し、ＳＢＴＭに適用する。 

 

① ＮＴＴ東西は、ＳＢＴＭのドライカッパに係るジャンパ工事費につい

て、ＳＢＴＭに請求する。 

② ＮＴＴ東西は、1,000円を適用するメニューを設定するにあたりシス

テム改修を実施するが、費用はＳＢＴＭが負担（ＳＢＴＭ以外の事業者

が同様の料金適用を希望する場合は、その事業者も含めて分担）する。 

③ システム改修に係る費用は、網改造料として月次での支払いとする。 

④ システム改修の方法は、あっせん手続においてＮＴＴ東西が提示した

方法とする。 

⑤ ＳＢＴＭにおいて、リンクＮＧを申請しない運用を担保する。 

⑥ ＮＴＴ東西とＳＢＴＭは、システム改修着手のために必要な手続きを

平成２４年２月末までに完了させる。 

⑦ ＮＴＴ東西は、平成２４年３月にシステム改修に着手する。 

⑧ ＮＴＴ東西がジャンパ工事費1,000円の新メニューを設定する時期は、

平成２４年９月とする。 

 

４ 平成２３年７月１５日申請（平成２３年（争）第５号）（地上テレビジョン

放送の再放送の同意） 

(1) 経過 

平成２３年  

７月１５日 松阪市ケーブルシステム（以下「松阪市」という。）から、

あっせんの申請（平成２３年（争）第５号）。（⇒（２）） 

２１日 委員会から、テレビ愛知株式会社（以下「テレビ愛知」と

いう。）に対し、あっせんの申請があった旨の通知。 



第２章 あっせん終了事案の概要 

 

17 
 

８月１１日 あっせん委員（坂庭委員長、各務委員及び寺澤特

の指名。 

９月 ９日 テレビ愛知から、答弁書の提出。（⇒（３）） 

２８日 松阪市から、テレビ愛知からの答弁書（９月９日

対する意見書の提出。 

１０月 ６日 両当事者から意見の聴取。 

１１月１１日 松阪市から、意見書の提出。 

１７日 テレビ愛知から、松阪市からの意見書（９月２８

け）に対する意見書の提出。 

１２月１４日 松阪市から、テレビ愛知からの意見書（１１月１

付け）に対する意見書の提出。 

平成２４年  

２月１０日 両当事者から意見の聴取。 

あっせん委員から、あっせん案の提示。（⇒（４

２月２２日 松阪市があっせん案を受諾。 

２月２３日 テレビ愛知があっせん案を受諾。 

別委員）

付け）に

日付

７日

）） 

あっせん終了。 

 

(2) 申請の概要 

松阪市は、これまで、テレビ愛知の地上アナログ放送の再放送を実施して

おり、平成２３年７月２４日の地上アナログ放送終了を前に、地上デジタル

放送の再放送（期限を定めないもの）の実施を希望して、テレビ愛知との間

で協議を重ねてきたが、協議が調わなかった。 

平成２３年５月からは、テレビ愛知からの提案もあり、激変緩和措置とし

ての再放送（期限を定めたもの）の実施について協議を行ってきたが、テレ

ビ愛知が、地元放送事業者の了解が得られないことを理由に、再放送の実施

に同意してくれないため、協議が調わなかった。 

そのため、松阪市飯南町及び飯高町におけるテレビ愛知のデジタル放送の

再放送について、激変緩和措置としての再放送の実施を、平成２７年３月末

まで同意してもらうことについて、あっせんを申請。 

 

(3) 答弁書の概要 

地元放送事業者の了承が得られていない状態で再放送に同意することは、

地元放送事業者との協調性を損なうおそれがあることから、再放送の同意は

困難である。 
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(4) あっせん案の概要 
① テレビ愛知は、松阪市が、三重県松阪市飯南町及び飯高町において、テ

レビ愛知のデジタル放送の再放送を、激変緩和措置として、平成２６年９

月末日（以下「激変緩和措置期限」という。）まで実施することについて、

地元放送事業者の了承を条件とすることなく同意する。 

② 松阪市は、激変緩和措置期限には、上記①により行われる再放送を終了

する。 

③ 松阪市は、激変緩和措置期限後も継続して再放送の実施を要望する場合

は、テレビ愛知に改めて協議の申入れを行う。その場合において、両者は、

激変緩和措置期限までの間、誠実に協議する。 

 

５ 平成２３年７月１５日申請（平成２３年（争）第６号）（地上テレビジョン

放送の再放送の同意） 

(1) 経過 

平成２３年  

７月１５日 

２１日 

Ａ社から、あっせんの申請（平成２３年（争）第６号）。（⇒

（２）） 

委員会から、Ｂ社に対し、あっせんの申請があった旨の通

８月１１日 

９月 ９日 

知。 

あっせん委員（坂庭委員長、各務委員及び寺澤特別委員）

の指名。 

Ｂ社から、答弁書の提出。（⇒（３）） 

２８日 

１０月 ６日 

Ａ社から、Ｂ社からの答弁書（９月９日付け）に対する意

見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

１１月１１日 Ａ社から、意見書の提出。 

１７日 

１２月１４日 

平成２４年 

Ｂ社から、Ａ社からの意見書（９月２８日付け）に対

する意見書の提出。 

Ａ社から、Ｂ社からの意見書（１１月１７日付け）に

対する意見書の提出。 

 

２月１０日 両当事者から意見の聴取。 

２月１７日 

２月２３日 

あっせん委員から、あっせん案の提示（⇒（４）） 

Ａ社があっせん案を受諾。 

Ｂ社があっせん案を受諾。 
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あっせん終了。 

 

(2) 申請の概要  

Ａ社は、これまで、Ｂ社の地上アナログ放送の再放送を実施しており、平

成２３年７月２４日の地上アナログ放送終了を前に、地上デジタル放送の再

放送（期限を定めないもの）の実施を希望して、Ｂ社との間で協議を重ねて

きたが、協議が調わなかった。 

平成２３年５月からは、Ｂ社からの提案もあり、激変緩和措置としての再

放送（期限を定めたもの）の実施についても協議を行ってきたが、Ｂ社が、

地元放送事業者の了解が得られないことを理由に、再放送の実施に同意して

くれないため、協議が調わなかった。 

そのため、Ｂ社のデジタル放送の再放送について、①Ａ社の業務地域の一

部（以下「甲地域」という。）における激変緩和措置としての再放送の実施

を、平成２７年３月末まで同意してもらうこと及び②Ａ社の業務地域の一部

（以下「乙地域」という。）における再放送（期限を定めないもの）の実施

に同意してもらうことについて、あっせんを申請。 

 

(3) 答弁書の概要 

地元放送事業者の了承が得られていない状態で再放送に同意することは、

地元放送事業者との協調性を損なうおそれがあることから、再放送の同意は

困難である。 

 

(4) あっせん案の概要 

① Ｂ社は、Ａ社が、甲地域において、Ｂ社のデジタル放送の再放送を、激

変緩和措置として、平成２６年９月末日（以下「激変緩和措置期限」とい

う。）まで実施することについて、地元放送事業者の了承を条件とするこ

となく同意する。 

② Ｂ社は、Ａ社が、乙地域において、Ｂ社のデジタル放送の再放送を実施

することについて、地元放送事業者の了承を条件とすることなく同意する。 

③ Ａ社は、激変緩和措置期限には、上記①により行われる再放送を終了す

る。 

④ Ａ社は、上記①の地域について、激変緩和措置期限後も継続して再放送

の実施を要望する場合は、Ｂ社に改めて協議の申入れを行う。その場合に

おいて、両者は、激変緩和措置期限までの間、誠実に協議する。 
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６ 平成２３年７月１５日申請（平成２３年（争）第７号）（地上テレビジョン

放送の再放送の同意） 

(1) 経過 

平成２３年  

７月１５日 Ａ社から、あっせんの申請（平成２３年（争）第７号）。（⇒

（２）） 

２１日 委員会から、Ｂ社に対し、あっせんの申請があった旨の通

知。 

８月１１日 あっせん委員（坂庭委員長、各務委員及び寺澤特別委員）

の指名。 

９月 ９日 Ｂ社から、答弁書の提出。（⇒（３）） 

２８日 Ａ社から、Ｂ社からの答弁書（９月９日付け）に対する意

見書の提出。 

１０月 ６日 両当事者から意見の聴取。 

１１月１１日 Ａ社から、意見書の提出。 

１７日 Ｂ社から、Ａ社からの意見書（９月２８日付け）に対

する意見書の提出。 

１２月 ８日 Ａ社から、Ｂ社からの意見書（１１月１７日付け）に

対する意見書の提出。 

平成２４年  

２月１０日 両当事者から意見の聴取。 

あっせん委員から、あっせん案の提示。（⇒（４）） 

２月１６日 Ａ社があっせん案を受諾。 

２月２３日 Ｂ社があっせん案を受諾。 

あっせん終了。 

 

(2) 申請の概要 

Ａ社は、これまで、Ｂ社の地上アナログ放送の再放送を実施しており、平

成２３年７月２４日の地上アナログ放送終了を前に、地上デジタル放送の再

放送（期限を定めないもの）の実施を希望して、Ｂ社との間で協議を重ねて

きたが、協議が調わなかった。 

平成２３年５月からは、Ｂ社からの提案もあり、激変緩和措置としての再

放送（期限を定めたもの）の実施について協議を行ってきたが、Ｂ社が、地

元放送事業者の了解が得られないことを理由に、再放送の実施に同意してく

れないため、協議が調わなかった。 
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そのため、Ｂ社のデジタル放送の再放送について、Ａ社の業務地域の一部

（以下「甲地域」という。）における激変緩和措置としての再放送の実施を、

平成２７年３月末まで同意してもらうことについて、あっせんを申請。 

 

(3) 答弁書の概要 

地元放送事業者の了承が得られていない状態で再放送に同意することは、

地元放送事業者との協調性を損なうおそれがあることから、再放送の同意は

困難である。 

 

(4) あっせん案の概要 
① Ｂ社は、Ａ社が、甲地域において、Ｂ社のデジタル放送の再放送を、激

変緩和措置として、平成２６年９月末日（以下「激変緩和措置期限」とい

う。）まで実施することについて、地元放送事業者の了承を条件とするこ

となく同意する。 

② Ａ社は、激変緩和措置期限には、上記①により行われる再放送を終了す

る。 

③ Ａ社は、激変緩和措置期限後も継続して再放送の実施を要望する場合は、

Ｂ社に改めて協議の申入れを行う。その場合において、両者は、激変緩和

措置期限までの間、誠実に協議する。 
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第Ⅲ部 委員会のその他の活動状況等 

第１章 政策担当者からのヒアリング 

 

委員会は、急速に変化しながら発展を続ける電気通信分野の市場環境や政策動

向を平素から十分に把握し、具体的紛争事案の提起に備える必要がある。 

 このため、平成２３年度には、次のとおり、関係分野に関する情報収集等を行

った（公開部分のみ掲載）。 

 なお、平成２３年度における電気通信事業等に関する動向については、【資料

４】のとおり。 

 
１ 平成２３年１２月７日 第１１８回委員会 

  総合通信基盤局から「電気通信事業分野における競争状況の評価２０１０の

概要」について説明を受け、意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  【新たな法体系のイメージ】 

 
 

【説明の概要】 

１ 定点的評価の評価結果 

 (1) 固定電話市場 

① ＮＴＴ東西のシェアは、２０１１年３月末で８０．８％と減少傾向にはあるが、

依然として高いシェアで推移。 

② 不可欠設備を保有するＮＴＴ東西は、市場支配力を行使しうる地位にあるが、

第一種指定電気通信設備に係る規制等の存在により、市場支配力を行使する可能

性は低い。 

③ ただし、メタルから光ファイバへの移行が進む中で、ブロードバンド市場への

レバレッジの懸念はあり。 

  (2) 移動体通信市場 

   ① 全契約数は２０１１年３月末で１億２，３２９万と増加傾向にある。ＮＴＴド

コモのシェアは、４７．１％であり、依然として高い。 

   ② ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクモバイルの上位３社のシェアは、合計

で９４．５％と極めて高く、複数事業者が協調的寡占体制の下で市場支配力を行

使し得る地位にある。しかしながら、第二種指定電気通信設備に係る規制の存在

や競争的な市場環境により、市場支配力を行使する可能性は低い。 

   ③ 今後は無線のブロードバンド化、ビジネスモデルの多様化等を踏まえ、通信レ

イヤー以外のレイヤーの動向把握が必要である。 

(3) ブロードバンド市場 

   ① 契約数は全体として増加傾向にある中、ＮＴＴ東西と他社とのシェア差は依然

として大きく、設備面でもＮＴＴ東西のシェアは高いため、単独で市場支配力を

行使し得る地位にある。また、ＮＴＴ東西による固定電話市場からのレバレッジ

の懸念もあり、今後、ブロードバンドの中心となるＦＴＴＨの重点的な分析とと

もに、固定系と移動系の相互関係も注視が必要。 
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     ② ＦＴＴＨ市場においても、契約数は増加傾向にある中、ＮＴＴ東西が高いシェ

アを維持。ＮＴＴ東西は、設備面のシェアも高く、単独で市場支配力を行使し得

る地位にあるが、第一種指定電気通信設備に係る規制やＣＡＴＶインターネット

からの競争圧力、今後の移動系との競合等から、市場支配力を行使する可能性は

低い。 

 ２ 戦略的評価の主な結果 

  移動系のブロードバンド化の進展とともに、移動体通信端末の中心となるものと考

えられるスマートフォン、タブレットＰＣの動向を把握することが移動体サービス市

場の競争評価を行っていく上で重要であるとの観点から、スマートフォン、タブレッ

トＰＣについて、従来の携帯電話端末を含めた消費者選好の分析を実施。 

(1) 定性的な傾向 

   ① 現在は従来型の携帯電話端末の利用が多いが、次回買い換え時にスマートフォ

ンのシェアが上がる。しかし直ちにスマートフォン端末への移行が進むわけでは

ない。 

   ② 利用用途別では、通話、メール等の基本サービスは従来型の携帯電話端末、Ｗ

ｅｂ、ゲーム等の応用サービスはスマートフォン端末、オフィスアプリ、電子書

籍のようなＰＣサービスはタブレット端末が支持されている。 

  (2) 定量的な傾向 

   ① 現行価格と現行機能を仮定すると、次回買い換え時に、従来型の携帯電話端末

保有者は同様の携帯電話端末を、スマートフォン端末保有者はスマートフォン端

末を選ぶ確率が高く、買い替えサイクルを考慮すると、スマートフォン端末のシ

ェアは、２０１６年には約３０％になると考えられる。 

   ②  予想価格（現行の半分）と予想機能（従来型の携帯電話とスマートフォンの融合）を仮

定すると、スマートフォン端末のシェアは、２０１６年には約４０％になると考えられ

る。 

３ 今後の競争評価の在り方 

(1) 今後の定点的評価の在り方 

① 定点的評価は、政策の企画立案の参考として小売市場全体の状況を把握するも

のであるため、今後も引き続き小売市場を対象とするものの、ＦＴＴＨ市場等に

ついては小売市場に影響を及ぼす事業者間取引の状況も可能な限り把握する。 

② ＦＴＴＨ市場に対する関心の高まりやＮＧＮサービスの動向、政策的な重要性

を踏まえ、同市場の分析・評価に当たっては、従来の指標に加え、都道府県別の

分析や設備競争状況等、幅広い要素を勘案して行う。 

③ 移動体通信領域のデータ通信分野を対象として追加するとともに、上位下位レ

イヤーとの連携が多様化している同分野のビジネスモデルを踏まえ、今後の分析

及び評価に当たっては、上位下位レイヤーの動向を補完的に勘案して行う。なお、

将来的には固定系と移動系のブロードバンドを一体的な市場として画定すること

も検討が必要と考えられる。 

(2) 今後の競争的評価の在り方 

競争評価においては、指定電気通信設備の範囲やＮＴＴグループに係る累次の公

正競争要件の有効性・適切性について検証する「競争セーフガード」制度との連携

をさらに強化し、競争セーフガード制度の検証で措置・注視すべきとされた事項に

つき必要に応じ、戦略的評価のテーマとして分析・評価を行う。 
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２ 平成２４年３月３０日 第１２１回委員会 

総合通信基盤局から「ブロードバンド普及促進に向けた競争政策の在り方」

について説明を受け、意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【説明の概要】 

 １ ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方 

通信ネットワークのＩＰ網への移行、モバイル化の進展、コンテンツ配信市場など

の上位レイヤー市場の発展等、市場環境が変化する中で、ブロードバンドの普及促進

を図る観点から、２０１０年１２月に策定・公表した「基本方針」・「工程表」等を踏

まえ、競争政策の在り方について情報通信審議会電気通信事業政策部会で議論を行っ

た。２０１１年３月に同審議会へ諮問、同年１２月に答申。答申の概要は以下のとお

り。 

(1)ＮＧＮのオープン化によるサービス競争の促進 

① 中継局接続機能のオープン化 

接続料設定単位の細分化等、更なるオープン化を図るために必要な措置をとるこ

とが適当であるほか、接続事業者との標準的な接続箇所について、コスト等に留意

しつつ予め増設することが必要。 

② 通信プラットフォーム機能のオープン化 

 ＮＧＮにおけるネットワーク同士を接続するためのインターフェースにおいて、

通信プラットフォーム機能の一定のオープン化を検討することが適当。 

コンテンツ配信事業者等の各種アプリケーションサーバとＮＧＮを接続するた

めのインターフェースにおける通信プラットフォーム機能のオープン化について

は、手法も含めた一定のオープン化の検討を進めることが適当。 

③ ネットワークの移行に伴う事業者間協議の在り方 

 接続料算定に係る事業者間協議の透明性を向上させることが必要であり、具体的

には、協議のプロセス、接続料の課金方法、事業計画等に係る聴取範囲の明確化な

どについて整理を図り、できる限り透明性の高い方法により事業者間で考え方を共

有できるよう必要な取組を行うことが適当。 

(2)モバイル市場の競争促進 

① 第二種指定電気通信設備制度の見直し 

モバイル市場における加入者シェア上位３社（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフ

トバンクモバイル）の接続協議における交渉力の優劣の差の縮小、ＭＶＮＯの参

入の進展等を踏まえ、現在端末シェア２５％超となっている閾値を見直し、適用

対象を拡大することが適当。 

② 禁止行為規制の見直し 

総務省・公正取引委員会の共同ガイドラインの見直しにより一層の透明化が図

られる余地がないかどうか検討を進めるべき。 

③ サービスプラットフォームの多様化に対応した取組 

新たなサービスプラットフォームの進展・普及状況について、競争評価の取組

の中で分析を行っていくことが適当。 
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  (3)線路敷設基盤の開放による設備競争の促進 

① 電柱・管路等の使用に関する手続の簡素化・効率化等 

地方公共団体における申請等の電子化、様式の標準化等を促すとともに、電気

通信事業者からの具体的な改善要望を国土交通省や地方公共団体に伝達する仕組

みを構築することが望ましい。 

② 携帯電話のローミングに関するルールの在り方 

 両当事者が合意していない場合にまで一般的にローミングを義務化することは

適当ではない。一方、緊急通報のローミングの早期実現に向け、検討の場を早急

に設けることが適当。 

(4)今後の市場環境の変化等を踏まえた公正競争環境の検証の在り方等 

① 公正競争環境の検証の在り方 

２０１０年１２月に総務省が策定・公表した「基本方針」において掲げている

毎年度の継続的なチェックのための新たな公正競争環境の検証のための仕組みと

して、①ブロードバンド普及促進に向けた取組状況の検証、②ＮＴＴ東西等にお

ける規制の遵守状況の検証の２つを柱とする「ブロードバンド普及促進のための

公正競争レビュー制度」を創設し、２０１２年度より運用を実施すべき。 

② 今後の市場環境の変化等を踏まえた競争ルールの枠組み 

「基本方針」において掲げている包括的な検証の結果、競争ルールに制度的課

題が生じていると認められる場合には、競争ルール全体の枠組みの見直しについ

ても検討することが必要。 

 ２ 答申を受けた主な取組 

(1)ＮＴＴ東西に対する行政指導 

ＮＴＴ東西に対し、ＮＧＮのオープン化等に関し、答申を踏まえた検討状況等

について総務省に報告すること等を内容とする行政指導を実施。 

(2)第二種指定電気通信設備制度の適用対象拡大に向けた検討 

第二種指定電気通信設備の指定基準を２５％超から１０％超に見直す電気通信

事業法施行規則の改正案を、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、意見募集

を実施。 

(3)禁止行為規制の見直しの検討 

禁止行為規制の適用対象となる携帯事業者の指定に関するガイドライン、禁止

される行為を具体化した総務省・公正取引委員会の共同ガイドラインについて、

見直し案を作成し、意見募集を実施。 

(4)緊急通報のローミングの検討 

 電気通信事業者協会において検討の場を設置。 

(5)「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度」の運用 

 制度の運用に関するガイドライン案及びブロードバンド普及促進に係る取組状

況等に関する暫定検証結果案について意見募集を実施。 
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第２章 第３回国際通信調停フォーラムへの出席等 

 

１ 第３回国際通信調停フォーラムへの出席 

平成２３年１１月３日、委員及び事務局職員が韓国ソウル特別市において開

催された「第３回国際通信調停フォーラム」に出席した。これは、平成２１年

１０月開催の「国際通信調停ワークショップ」、平成２２年１１月開催の「第

２回国際通信調停フォーラム」に続き、主催者である韓国放送通信委員会（Ｋ

ＣＣ）から招待を受け出席したものである。 

同フォーラムの概要は、次のとおりである。 

 

 (1) 日時 

平成２３年１１月３日（木）１１時から１３時（予備セミナー） 

１４時から１７時５０分（フォーラム） 

 (2) 開催場所 

   韓国 ソウル特別市 プラザホテル４階 メープルホール 

 (3) 主催 

   韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）／社団法人メディア未来研究所 

 (4) 目的 

   放送市場の環境の変化によって生じる、地上放送の再放送の調停に関する

問題点を参加国で共有し、これに対処する方法を探る。 

 (5) 電気通信紛争処理委員会出席者 

電気通信紛争処理委員会 委員          各務 洋子 

電気通信紛争処理委員会事務局 上席調査専門官  浅井 直人 

 (6) プログラム 

時間 セッション及びテーマ スピーカー 

【予備ｾﾐﾅｰ】 

11:00～13:00 

 

韓国の放送市場の現状と課題 

 

ＫＣＣ 

【ﾌｫｰﾗﾑ】 

14:00～14:20 

 

 

開会の辞 

 

キム・クジン 

メディア未来研究所所長 

祝辞 ヤン・ムンソク 

ＫＣＣ常任委員 

セッションⅠ：地上放送の再放送の紛争と調停事例 

14:20～14:40 

 

 

日本における地上放送の再放送

の紛争と調停 

 

各務洋子 

総務省電気通信紛争処理委員会

（ＴＤＳＣ）委員 
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14:40～15:00 

 

 

 

カナダにおける地上放送の再放

送の紛争と調停 カナダ・ラジオテレビ電気通信委

 員会（ＣＲＴＣ） 裁判外紛争処

 理担当 専務理事 

5:00～15:20 イギリスにおける地上放送の再 イチョン・テ 

放送の紛争と調停 通信庁（Ｏｆｃｏｍ）競争政策グ

 ループ 委員 

5:20～15:40 フランスにおける地上放送の再 ティエリ・バスェイ 

放送の紛争と調停 視聴覚高等評議会（ＣＳＡ） 視

 聴覚事業者監督担当 次長 

5:40～16:00 韓国における地上放送の再放送 パク・ドンジュ 

の紛争と調停 ＫＣＣ利用者保護局 審決支援

 チーム長 

6:00～16:20 休憩 

ッションⅡ：パネルディスカッション 

6:20～17:20 【パネリスト】 

オ・ヤンホ弁護士 

ホン・テシク教授（西江大学） 

ユン・ソクミン教授（ソウル大学） 

チェ・ジョンウ専務（韓国ケーブルテレビ放送協会） 

ソン・ゲソン政策室長（韓国放送協会） 

7:20～17:40 質疑応答 

7:40～17:50 閉会の辞 チョン・ジョンギ 

 ＫＣＣ消費者政策執行事務局長 

ランディ・ホッスン 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

セ

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

(7) 概要 

【予備セミナー】 

ＫＣＣから、「韓国の放送市場の現状と課題」の説明。 

【フォーラム】 

① セッションⅠ「地上放送の再放送の紛争と調停事例」において、日本、

カナダ、イギリス、フランス及び韓国から、各国の紛争処理の枠組、事

例等についてプレゼンテーション。 

各国プレゼンテーションの要点は次のとおり。 

（日本） 各務委員から、日本における再放送制度、再放送に係る紛争

処理スキーム（電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁、総

務大臣による裁定）及びこれまでの裁定状況を説明。 
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（カナダ） カナダ・ラジオテレビ電気通信委員会（ＣＲＴＣ）から、

2010 年度における事案（公式事案４件、非公式事案１５件）対応

状況の紹介。また、紛争解決のための効果的な取り組みを説明。 

（イギリス） 通信庁（Ｏｆｃｏｍ）から、最近、公共放送事業者（Ｂ

ＢＣ）が再放送料金に関する現在の取り決めの見直しを主張してい

ること等を紹介。 

（フランス） 視聴覚高等評議会（ＣＳＡ）から、放送事案に関する紛

争解決処理手続の導入（2004年）から現在までに実施した地上放送

の再放送事案の事例を紹介。 

（韓国） ＫＣＣから、著作権法に違反して違法に地上放送を再放送し

たとして、地上放送事業者が、ケーブルテレビ事業者を提訴した最

近の事例を紹介。 

② セッションⅡ「パネルディスカッション」において、韓国のパネリス

トからコメント、パネリスト及び会場参加者と各国発表者との間の質疑

応答。 

（日本への質問） 大臣裁定において、再放送の対価についてはどのよ

うに決定されるのか。裁定内容に不服がある場合の対応方法如何。 

   （回答） 大臣裁定は、同意しないことについて「正当な理由」がある

かどうかを判断するもの。「正当な理由」の有無の判断において対

価の問題は考慮されていない。また、裁定に不服がある場合は、総

務省に設置される審議会に対する異議申立て及び司法の判断を求

めることが可能。 

 

 

 

 

 

 

    【フォーラムの模様（１）】      【フォーラムの模様（２）】 

 

２ ＫＴへの訪問 

  第３回国際通信調停フォーラムへの出席と併せ、ＫＴメディアセンターを訪

問した。２００８年のサービス開始以降、加入者が急増しているＩＰＴＶサー

ビスについて、オペレーションルームの視察、意見交換を行った。 
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第３章 周知広報、利便性向上のための取組 

 

 委員会の認知度及び利便性の向上のため、次の取組を行った。 

 
１ 関係事業者等への周知活動 
  下表のとおり、全国４の会場の関係事業者等を対象とする講演会等の場にお

いて、委員会の概要、あっせんの手続、事業者相談窓口等について、事務局職

員による説明を行った。 

 

実施日 主 催 開催地 

平成23年5月19日 

・北海道総合通信局 
・財団法人日本データ通信協会 
・社団法人テレコムサービス協会 
・北海道テレコム懇談会 

北海道札幌市 

平成23年5月26日 
・九州総合通信局 
・財団法人日本データ通信協会 
・社団法人テレコムサービス協会 

福岡県福岡市 

平成23年6月24日 
・関東総合通信局 
・財団法人日本データ通信協会 

東京都千代田区 

平成23年7月8日 
・中国総合通信局 
・財団法人日本データ通信協会 

広島県広島市 

 

２ 電気通信事業紛争処理マニュアルの改訂 
平成２３年６月３０日からの委員会の業務範囲

の拡大を踏まえ、従来別冊であった「電気通信事業

紛争処理マニュアル」と「無線局紛争処理マニュア

ル」を統合し、平成２３年１２月に新たに「電気通

信紛争処理マニュアル － 紛争処理の制度と実務 

－」を作成し、関係団体、通信・放送事業者等へ配

付するとともに、委員会ウェブサイトへの掲載を行

った。 

 

 

 

 

「電気通信紛争処理ﾏﾆｭｱﾙ 

－紛争処理の制度と実務－」 
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３ 新たな委員会パンフレットの作成及び配付 

  平成２３年６月３０日からの委員会

の名称変更と業務範囲の拡大に対応し、

平成２３年６月、新たな周知用パンフレ

ットを作成し、関係団体、通信・放送事

業者等に配付した。 

 
 
 
４ 総務省広報誌１１月号への記事の掲載 
  平成２３年１１月、委員会が発足から

１０周年を迎えたことから、総務省広報

誌１１月号に、委員会の特集記事を掲載

した。 
 
 
 
 
５ 委員会ウェブサイトの改修・更新 
  平成２３年６月３０日からの委員会の名称変更及び業務範囲の拡大に対応

するため、新たにあっせん・仲裁の対象となった紛争についての内容を追加す

る等、ウェブサイトの改修を行った。 

また、これに合わせて、ウェブアクセシビリティの向上（音声読み上げソフ

ト対応、文字サイズの変更等）を行うとともに、これまで紛争の分野ごとに掲

載されていた手続解説等を手続の種類（あっせん、仲裁）ごとに掲載する等の

構成の変更、サイト全体の簡素化を行った。 

  また、委員会の運営状況に関する各種情報、新しいマニュアルの掲載等、ウ

ェブサイトの充実に努めた。 

 

 

「電気通信紛争処理委員会パンフレット」 

 

「総務省広報誌 11 月号」 



【資料編】  
 

 

 

 

資料１ 電気通信紛争処理委員会の概要 

 

資料２ これまでの紛争処理の概況 

 

資料３ これまでの紛争処理終了事案の一覧 

 

資料４ 電気通信事業等に関する動向 

 
























































































	



